
道徳教育推進教師を

中心とした指導体制の充実



道徳教育推進教師とは…

１ 各学校においては、第１の２の
（２）に示す道徳教育の目標を踏まえ、
道徳教育の全体計画を作成し、校長の方
針の下に、道徳教育の推進を主に担当す
る教師（以下「道徳教育推進教師」とい
う。）を中心に、全教師が協力して道徳
教育を展開すること。

学習指導要領総則 第１章第６の１の前段



道徳教育は、校長先生の方針のもと、
全教師が協力して行います。

△

校長 各教員

協力◎
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道徳教育を推進する教師の役割

□道徳教育の指導計画の作成に関すること
□全教育活動における道徳教育の推進、充実に関する
こと

□道徳科の充実と指導体制に関すること
□道徳用教材の整備・充実・活用に関すること
□道徳教育の情報提供や情報交換に関すること
□道徳科の授業の公開など、家庭や地域社会との連携に
関すること

□道徳教育の研修の充実に関すること
□道徳教育における評価に関すること

学習指導要領解説 総則編（小学校）P.128～129
（中学校）P.131～132



具体的には…



計画について

◎道徳教育の全体計画

◎別葉

◎道徳科の年間指導計画

→作成、配付で終わらず
生きて働くものに

自校の道徳教育の重点を
決定

他教科との関連や時期を確認

実態に応じた配列の工夫



推進の方策について

◎校内の道徳部会の活用

◎職員会議の中でこまめに伝達

◎学年会議でのこまめな振り返り

◎職員室掲示板等を活用した取組の可視化

→各教員が
次の授業について話せる環境をつくる

日頃から道徳教育、
道徳科の授業に
ついて話題提供

板書写真の共有や、年間計画を
基にした取組の進行管理

道徳教育
振興だより
の活用



環境整備について

◎教材を整理し、全教員で活用

◎ICTを活用した教材の共有

◎地域教材の活用

→環境を整え、児童生徒の学びを
深める

滋賀県道徳教材の活用

クラウドを活用し、
校内や市町内で共有



家庭・地域との連携について

◎通信や学校HPで授業の様子を発信

◎道徳科の授業参観の実施

◎ゲストティーチャーの活用

→学校での学びを家庭・地域に広げる



研修について

◎校内研修の企画

◎授業公開の実施

◎OJT実践の場

→共に学び合い授業力アップを目指す

若手教員による道徳科の
研究授業の実施

さんさん
プランを
参考に



評価について

◎数値による評価ではなく、記述式

◎個々の内容項目ごとではなく、大くくり
なまとまりを踏まえた評価

◎他の児童生徒との比較ではなく、児童
生徒がいかに成長したかを受け止めて
認め励ます個人内評価

→一番の評価は、信頼している先生に
認められること



１年間の流れ(例)

春 ４～６月 夏 ７～８月 秋 ９～11月 冬 12～3月

【スタート】
□全体計画・年間計画
の作成・周知

【パワーアップ】
□夏季研修の実施
□２学期に向けた教材
研究

【深化】
□研究授業・OJTの実施
□道徳参観の実施

【振り返り】

□評価と振り返り
□次年度計画
□引き継ぎ



明日からスタート！

校長先生と「道徳教育
の方針」について確認
する。

STEP1

各教員に「道徳科の授業で困っ
ていることはありませんか」と
声をかける。

STEP２

まずは自分自身が、担
当する学年の道徳の教
科書を開いて楽しむ。

STEP３


